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第３回 倶知安町景観計画・緑の基本計画 景観地区部会

議事概要

◎日 時 令和２年１１月１０日（火） 午後２時００分～午後４時３０分

◎場 所 ホテルニセコアルペン２階 シュプール

◎出席者 部会委員：笠間部会長、山田委員、カー委員、大久保委員、フィンドレー委員、斉藤委員、

沼田委員

事務局：まちづくり新幹線課 遠藤景観室長、星加景観係長、八田主事、傳法係長、田中主

事

コンサルタント会社：㈱KITABA 百瀬、松田

１．開会

２．フィールドワーク

① ひらふ坂【センタービレッジ地区】

・国定公園の範囲内と外では建物のセットバックに差が見られる。

・ホテル山翠は駐車場を地下に作っており、１階にカフェが入るなど比較

的配慮されている。

・建物の外構のみどりが少なく感じられる。

② 道道蘭越ニセコ倶知安線【センタービレッジ地区・ペンションビレッジ地区】

・建物の造成地盤の設定や建築基準法の高さ算定に含まれない屋上階段室

のような塔屋を設けることによって、決められた高さ制限よりもさらに

高く感じられるものが建設されている。（例：MUSE ニセコ）高さ制限を

定める際はそのような抜け道も想定する必要がある。

・景観地区の建物の高さの取り方は、建物が地盤に接する最も低いところ

からの高さとしている。

③ さくら坂-どんぐり通り【ペンションビレッジ地区】
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・２部屋のコンドミニアムに対して駐車場のスペースが１か所しかないよ

うな建物も見られる。冬期は雪置き場となるため、駐車は難しいことが

予想される。

・室外機のような付帯設備を建物の建材と同様の素材で目隠ししているも

のも見られる。

④ エレベーションニセコ周辺【センタービレッジ地区】

・戸建てタイプだが、床面積の大きなボリューム感のある建物が多く建設

されており、今後もこのような開発が進むことが予想される。

⑤ 森林伐採が見られる箇所【山田Ⅰ地区】

・まとまった森林の伐採が見られるが今後の開発などはどのような予定なのか。

・町に届出等があったかはまだ確認できていない。（町）

３．意見交換

“ニセコらしさ”につながる質の高いリゾート地形成のあり方

（１）ニセコひらふ地区のボリューム（高さや建蔽率など）のあり方について

（笠間部会長）

・フィールドワークでは主にセンタービレッジ地区・ペンションビレッジ地区・山田Ⅰ地区・山田Ⅱ地区

を見てきた。土地の多くは建物で埋まってきている。特にペンションビレッジ地区では、高さが 13ｍ

までと決まっていることもあり、容積率 200％まで建てられるので敷地いっぱいに建てて駐車場の余裕

もないような建物があった。このような建物についてどのように感じられるかご意見をいただきたい。

（フィンドレー委員）

・駐車場の設置などのルールが変わり、設置が義務付けられたのではないか。

（星加係長）

・建築指導要綱には駐車場の設置などは要綱としてあるが、現実としてはそうなっていないものもある。

（カー委員）

・現在の駐車場のルールでも問題ないかと思うが、可能であればさらに厳しくしてもよいかと思う。

・建物の問題だけでなく、倶知安町が公共駐車場を用意することも必要ではないか。

（笠間部会長）

・大きな駐車場を作り、それぞれの敷地の中では駐車場を取らなくても良いという考え方か。

（カー委員）

・例えば札幌から日帰りで滑りに来たお客さんが車を停めるときに、公共駐車場がいっぱいであったら

どうするか。また、従業員の車をどこに停めるか。
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・宿泊者の数だけでなく、従業員など含めた駐車場の許容数を考えた方が良い。

（斉藤委員）

・この冬はコロナの影響で日本人のお客さんが多くなることが想定されるので、駐車場が足りなくなる

はずである。駐車場をどのように確保するのかは懸念事項である。

・また、インバウンドのお客さんでもレンタカーで来る人も増えているので、今後さらに駐車場が不足し

ていくのではないか。

・一つのコンドミニアムに対しての駐車場の数は、増やしていく必要があるのではないかと思う。

（笠間部会長）

・現状は、まずは自分のホテルの駐車場に停めてもらい、不足して来たら公共駐車場に停めることになっ

ている。公共駐車場がいっぱいになったらどうするかが懸念事項である。

（カー委員）

・空いている土地は多くあるが、そこを駐車場とすると誰が責任を持つかというところが懸念される。

・例えば、スキー場の場合はスキー場が駐車場所を確保する必要があるが、行政レベルで駐車場を整備

し、そこから各地へバスなどを出すような方法も必要である。

・各宿泊施設へのお客さんや従業員は、それぞれの事業者の駐車場で賄い、日帰りのお客さんや溢れてし

まったお客さんは公共駐車場でフォローするような考え方がシンプルである。

（星加係長）

・そのような課題や全体的な交通体系については観光地マスタープランにおいても問題提起している。

（フィンドレー委員）

・メープルズニセコの駐車場についは表に何台かしか停められないように見えるが、問題ないのか。

・さらに屋根が勾配しているように見える。

（傳法係長）

・メープルズニセコは建物の横に縦列駐車をすることで台数を確保している建物である。

・屋根の勾配は基本的にルーフヒーティングを入れ、雪は全て溶かす計画である。外側に向いているよう

に見えるが、立ち上がりが付いているので問題ない。

（フィンドレー委員）

・縦列駐車をするにしても、表側に小さな小屋が付いており、車が奥まで入らない。最初から使うつもり

はないのではないか。

・そのような計画がなぜ許されているのか。

（山田委員）

・センタービレッジ、ペンションビレッジはまだみどり色の部分が多く、これからも建物が建っていくこ

とが予想される。コアビレッジはベッド数に応じて駐車場は何台というようなルール決めをしないと

いけない。

・一棟に２台で来るお客さんも多い。ホテル・綾ニセコも駐車場がたくさんあるように見えて、トップシ

ーズンには満車となっている。

（斉藤委員）

・ルールを守っていても、車で来るインバウンドが増えていることから車が許容範囲から溢れてしまっ

ている。
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（カー委員）

・溢れてしまっていることを逆にチャンスと捉え、木ニセコや綾ニセコで溢れている車を近くに設置し

た公共駐車場に誘導し、その駐車場を有料とすればよい。

・町が手を挙げて公共駐車場をつくることにすれば、これから建つホテルやコンドミニアムも需要があ

るので、寄付も簡単に集まる。

（笠間部会長）

・ペンションビレッジでは駐車場をもっとしっかり取っていくことをルールづけ、現在のルールでは問

題ないようにスペースを確保していても、実際には雪置き場になったりして駐車場として使えない場

所もある。駐車場をしっかり取ろうとすると、建物を小さく建て、その分を駐車場の為に残すような設

計が必要である。そうすると建物を小さくした分、建物の高さを出したい人も出てくる。そのようなこ

とを許しても良いのか。

・例えば、現在は 13ｍのルールだが、駐車場をつくるために 15ｍまでを許可するようなルールは考えら

れるのか。

（山田委員）

・13ｍは 13ｍのままとした方が良いと思う。

（笠間部会長）

・駐車場を増やしていくと、現在の第一駐車場のように全てをコンクリートで埋めて黒くなっていくこ

とも得る。みどりを減らしていくようなものでも良いのか。

（沼田委員）

・ひらふ第一駐車場は今後、立体駐車場に整備するような考え方もある。複層とし、地下に乗用車を入れ、

地上にバスを止めるようなものを作れればと思っている。

・バスを待つ時間を使えるように飲食店なども入れることも考えている。

・駐車場の問題で言えば、少し遠い将来となるが、サンスポーツランドの方に従業員が車を停められるよ

うに整備できればという方針も出している。

（カー委員）

・サンスポーツランドはお客さんに使ってもらい、従業員はもう少し離れたところに停めてもらっても

よいのではないか。

（沼田委員）

・まちが持っている土地が限られているので、あくまで駐車場のひずみを解消するための方法の一つと

考えている。

（フィンドレー委員）

・綾ニセコのとなりの土地は保安林であるが、そこに大きな駐車場をつくるようなことは考えられない

か。

・サンスポーツランドは駐車場というよりも、カンファレンスセンターのように人が集まったり、お祭り

をするような場所として活用されるとよい。

（沼田委員）

・観光地マスタープランでも駐車場とともに人が集まる場所として整理されている。
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（笠間部会長）

・建物の高さのルールはセンタービレッジ地区の 22ｍの高さ、ペンションビレッジ地区・山田Ⅰ地区の

13ｍの高さルールがある。これから開発が起きることが想定される山田Ⅱ地区と大沢川沿い地区は現

在 22ｍまで建設可能となっているが、13ｍの建設可能な地区の隣に 22ｍの建物が建つのはおかしいの

ではないか、という意見も前回は出されていた。

（星加係長）

・追加資料をご覧いただきたい。

・今の話を踏まえると、ペンションビレッジ地区、山田Ⅰ地区の高さのルールについては今のままで問題

ないという意見が多かったが、これから開発が起きることが想定される地区については、見直しが必要

ではないかという意見もあった。

・これから開発が予想される地区として、一つ目は大沢川沿い地区がある。

・観光地マスタープランではこれ以上のボリュームを抑えていくような提言がある中、大沢川沿い地区

はサンスポーツランドがあり、その側にもうすぐ建設が終わるイントゥイションがある。道道に面する

形で高い建物はあるが、奥に入ると低層になっている。その他の開発状況としては資料内②のヤマケ

イ・ニセコがある。それ以外の土地の使い方は目立ったものはない。そのような中で土地の使い方はど

のようにんなっていくかを考えると、道道沿いはイントゥイションの大きい建物が建つので、今のセン

タービレッジと同様の考え方とし、その奥は低層とする。さらにその奥は保全エリアとするような考え

方もある。

・山田Ⅱ地区においては、緑の線で囲っているところはパビリオンズで持っている開発行為の敷地の範

囲である。全て切り拓くわけではなく、森林法において緩衝緑地として残地森林を残す必要があるの

で、開発できるのは半分くらいである。実際このエリアの中ではそれほど高層のものは建っておらず、

今後もそれほどボリュームのあるものは建たないことが予想される。道道沿いの白いハッチをかけて

いるところは、山田Ⅰ地区のルールが適用されているが、道道を挟んでセンタービレッジ、山田Ⅱ地区

もあることから土地利用的に違和感を感じるところがあるかもしれない。

（フィンドレー委員）

・現在伐採が行われているところは何の開発なのか。

・1ha 以上だと届出が必要なはずである。

（星加係長）

・森林法において、森林地域に該当する場合、1ha 以上の伐採を伴う造成行為だと、通常森林法の開発行

為の対象となる。1ha 未満でも伐採の届出は必要となる。

・現在伐採が行われているところは、こちらも今日知ったので、詳細を調べてからご報告したいと思う。

・現状としては、山田Ⅱ地区はみどりがまだ豊かに残されている地区である。

・３枚目では、山田Ⅰ地区との境界付近のセンタービレッジ地区の部分では開発が行われていないため、

センタービレッジのままとして考えていくべきなのか、山田Ⅰ地区のようにボリュームダウンをして

いく必要があるのか。

・観光地マスタープランを根底に考え、ベッド数をコントロールするときに、空いている土地の使い方を
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どのように考えていくかをご意見いただきたい。

（笠間部会長）

・基本的には山田Ⅱ地区や大沢川沿い地区もセンタービレッジと同様のものが建てられる。お金さえあ

ればセンタービレッジと同様の姿になりえる。

・22ｍではなく 13ｍの高さルールとしよう、ということになれば、ペンションビレッジと同様の建物が

出来てくることが想定される。ペンションビレッジと比較して、さらにみどりを増やしていきたいとい

うことであれば、最低敷地面積やみどりのルールを定めることも考えられる。

（大久保委員）

・駐車場の件は、確認申請を出すときに役場と協議をするが、実際は駐車場として使わなくても図面上に

おいて建物の周りに駐車スペースがあれば許可される。ルールを守りつつ、最大限までに攻めているの

が最近のコンドミニアムである。

・またペンションビレッジについては、どのように建物を管理するかというところが役場との協議で最

もウェイトが大きいものである。今までは、東急のシャトルバスがあるので、最悪シャトルバス乗り場

までお客さんを連れて行くことができれば利用してもらえていた。逆にスペースを駐車場として使っ

てしまうと雪の堆雪場がなくなってしまう。駐車場として申請した場所は、実際は雪の堆雪場として使

いつつ、シャトルバスを使ってもらうようにしていた事業者が多かった。

・準都市計画区域を定めた平成 20 年から見ると、ニセコひらふに来ていた外国人旅行者の数は増えてお

り、キャパシティも見直すべきである。

・また、2003 年に出来た建物であれば地区 17 年、ペンションビレッジで古い建物を建て直して、新しい

ものに作り変えている。一部屋一部屋が狭く比較的安価な宿泊施設に建て直すことが、ペンションビレ

ッジで増えている。

・以前ルールを作った時よりもお客さんの数は増えているので、より建物や景観に配慮することが必要

であると強く言うことができる。

・加えて、今後も建て替えがあったり、現在もまだ緑地（＝未利用地）が残っているところもある中で、

良好な土地の利用の促し方としては、例えば、（未利用地の）オーナーが駐車場として土地を提供して

いだけるのであれば、エリア全体の景観の魅力向上に貢献するような土地の使い方を、景観法に則った

ルールの一つとして景観計画などに記載する方法もあるのではないか。

・当時と環境が変わっている中で、建て替えが進む事を視野に入れていく必要がある。準都市計画区域を

定めた当時、一つの大きな課題として挙げられていたのは、人の財産に対して強いルールを押し付けら

れないという一方で、地域の価値を守るためにルールを守って欲しいということであった。しかし結果

的には、準都市計画区域が定められ、強いルールが出来た後にも投資は増えていった。強いルールであ

ればよいというものではないが、現在、見直すタイミングとしては切迫してきているように感じる。

・道道沿いの高さルールが 22ｍとなっている理由としては、当時はこのように多くの投資が来るとは思

っておらず、道道沿いとセンタービレッジについては高い建物を建ててより人の賑わいを促すことを

想定していた。当時のビジョンでは１階に飲食店が入って賑わいが生まれるようなものも想定した 22

ｍであった。そういう意味では、目指すビジョンを見直したり、賑わいづくりにつながるように景観条

例の中でも文言の記述が必要ではないか。賑わいづくりについてや、隣地との門などを作らないような

兼ね合い、見た目の空間の大切さなどをうまく現状に合ったものにしていきたい。



7

・エリア全体としてのキャパシティとクオリティコントロールが必要であり、高さとしては緩和せず、シ

ャトルバスがないという現状があるので、駐車場と雪の問題、また、今年は路上駐車が増えるであろう

ことも想定される。建物のテクニカル的な確認申請の取り方だけでなく、景観法がうまく機能するよう

な入り込みができればよいと考える。

（カー委員）

・大久保氏の意見に賛成であるが、それは冬だけの問題ではなく、グリーンシーズンにおいても課題とな

っているものである。雪を置くところを考えると樹木がなくなってしまう。デベロッパーはマックスに

作る、その中で出来るだけ売れる面積を増やしていくということが勝負である。

・マスタープランでは、聞くだけでなく、「人の動線はどうなっているのか」「なぜ渋滞の詰まりが生まれ

てしまうのか」「なぜ駐車場がないのか」というところを考えるべきだ。冬だけでなく、グリーンシー

ズンを考慮すると、「駐車場だけでなく、みどりの部分を 20％残す」というような指示が欲しい。

・サンスポーツランドについてもなぜ複層化して地下に車が入れるようにし、お金を取るようなことし

ないのか。なぜ中途半端なサイズの駐車場を作ろうとするのか。

・今現在お客さんが来てくれているのは有難いことだ。現在の美しさをどうやって保っていくかが重要

である。スキー場もグリーンシーズンも活かすことが必要である。

・「作りにくい」というデベロッパーは作って売るだけであり、長い目で見たときのことは考えられてい

ない。売れればそれで良いと思っている。厳しいルールを決めた方が良い。

（笠間部会長）

・ペンションビレッジは容積率 200％であるが、高さ制限が 13ｍであり、加えて駐車場のスペースを取

る必要がある、さらに木を残してほしいと言っていると、おそらく容積率 200％を使いきれない。

（カー委員）

・最低敷地面積を定めれば問題ない。現在の最低敷地面積は 100 坪であったか。それを 300 坪とすれば

よいのではないか。

（星加係長）

・現在、最低敷地面積が定められていないので、新たに設定することも考えられる。最低敷地面積を定め

るとある程度余裕のある敷地が確保される。

・山田Ⅱ地区と大沢川沿い地区は最低敷地が 150 坪である。センタービレッジとペンションビレッジで

は、既に細分化が進んであり既存不適格もあったため、本来は 100 坪にしたかったが、設けないことに

した。そのような経緯もあるため、50-60 坪程度でも確認申請が出されてしまっているが、最低でも

100 坪くらいで誘導していきたいと思っていた。

（２）敷地の使い方（緑化やオープンスペース、駐車場配置など）について

（星加係長）

・（２）の敷地の使い方に関わり、他都市の事例をまとめた資料を配布している。

（フィンドレー委員）

・まとめられている事例は倶知安町と似た環境の事例ではあるが、グリーンシーズンの写真が多い。

・人が多く歩いており、カフェなど休めるところも見られる。自分もひらふ地区がこのような事例のよう

になるとベストであると思う。
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・ウィスラーのようなものをつくるためには、オープンスペースの広場的なものも必要であるし、車と人

の関係性も考え直さなくてはいけない。今が最後のチャンスなのではないかと思う。

（カー委員）

・ウィスラーはそうであるが、倶知安町は状況が異なる。例えば、アルクザカの建設が進まないのは年間

を通しての売上が見込めないからである。たくさんショップが入るので家賃払えないということもな

いが、ここでは儲からない。

・SETSU ニセコにテナントはそんなにたくさん入っていない。それは儲からないからである。フィンドレ

ー氏の言うことは理想であるが、お金にならないのに誰がやるのか。

・強制的に建物については「駐車場が必要」「緑地はこれだけ必要」というルールに加え、「１階はお店に

することが必要」、というようなルールがあるとデベロッパーもやるが、ルールがないのであれば誰も

やらない。

（笠間部会長）

・山田Ⅱ地区や大沢川沿い地区、遅い対応となったがセンタービレッジなどでもそのようなルールも考

えていかなくてはいけないかもしれない。

（フィンドレー委員）

・そのようなルールを用いて事例のようなリゾートができれば、夏も冬も人が集まるようなリゾートと

なりうる。

（星加係長）

・観光地マスタープランでは、センタービレッジを中心として賑わいを作っていくことを方針として挙

げている。センタービレッジの中をどうやってリノベーションをかけていくか、オールシーズンの賑わ

いを作っていくかという景観づくりを考えていきたい。センタービレッジが核となる場所であるので、

どうやって変化させていくかを話したい。

（フィンドレー委員）

・現在、人が集まるような場所がない。事例のようなまちを目指すのであれば、現在のセンタービレッジ

では新しく広場のようなものを作る場所がない。

（星加係長）

・徐々に変化していくような誘導の仕方もあるのではないか。

（フィンドレー委員）

・これから動いていく土地に対してできることもあるとは思う。

・しかし、今なお開発が進んでいるなか、大沢川沿いも木が全部なくなってしまったら気持ちいい場所で

はなくなってしまう。マスタープランをつくり協力してもらうような動きが必要と思う。

（大久保委員）

・カー氏とフィンドレー氏は俯瞰した目で見ているところであるが、景観担当の星加係長や観光経営担

当の沼田氏は自分の担当の中で消化しきれないもどかしさがあるのではないか。

（カー委員）

・国定公園の方も法律を変えてもらったことがある。やろうとすれば日本の法律を変えることもできる

のだから、グリーンシーズンも冬も対応できるような観光地に近づくためのルールを、厳しく決めてい

けばよいのではないか。
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（沼田委員）

・ルールを厳しくしたいというところはみなさん共通認識であると思う。どのくらい厳しくするのかと

いうところが問題である。

（フィンドレー委員）

・駐車場や緑地や雪置き場が足りていないという課題は見えているので、建蔽率を見直す必要がある。

・新しいところの開発行為が起きるときに道路の幅を広く取ったり、最低敷地面積を 200～300 坪にする

ようなもの、また高さ制限に加えてある程度の面積のある建物においては一定の緑地を取ってもらう

ようなルールがあっても良い。カー氏が言うように 22ｍの高さを許容する代わりに道路に面する１階

はショップを入れるようなルールがあると話は進むのではないか。

・デベロッパーたちをコントロールする方法としてはそのようなルールがあると十分である。

・一方で、道路や駐車場の問題もあるので、一緒に考えていく必要がある。

（笠間部会長）

・ウィスラーの事例は一つの開発に一つの会社が入るのではなく、いくつかの開発がセットになって進

めて行かないと難しいところもあるのではないか。

（フィンドレー委員）

・マスタープランの上に被るような形になっていると思う。例えばスイスのリゾートはこのようなビジ

ョンを描きながら 1950～60 年代から考えてつくってきたものであるので、感覚が少し違うものである。

（カー委員）

・新幹線や高速道路も来るので、倶知安町だけでなく後志総合振興局と組み、エリアとしてしっかり守っ

ていかないといけない。

・特に農地もしっかりルールを決めて守っていかないといけない。農地がどんどんなくなってもよいの

か。

（笠間部会長）

・俱知安のまちを良くするために今ある法律や使えるルールを考えてみると、みどり、駐車場、１階の使

い方のルールなどがある。それらのルールのもと、どんなまちを目指していくのかを次回に向けて考え

ていかなくてはいけない。

（フィンドレー委員）

・ペンションビレッジ地区において最低敷地面積を 300 坪にするかどうかという話があったが、今の土

地が 300 坪以下のものがどれくらいあるのかを調べないといけない。全て 100 坪～200 坪のものであっ

たらどう対応するのか。

（星加係長）

・最近は、隣の敷地も買って広く建てる計画も見られる。一方で昔、50 坪くらいに分割されてしまった

土地もあり、今もその敷地の中で建てられることもまだ見られる。

（フィンドレー委員）

・双子山周辺なども 50 坪程度のところは見られる。

（星加係長）

・双子山周辺など自然が豊かな場所では、敷地を広くゆとりをもって取れるようにするようなルールも

必要かと思う。双子山地区は 100 坪以上のルールがあるが、さらに厳しくすることも考えられる。
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・ペンションビレッジ地区だと容積率 200％のルールであるが、札幌などの住宅地ではよく見られる規模

感である。それが今の設定しているボリュームの上限となっている。もう少しボリュームダウンするよ

うなルールも考えられる。

（フィンドレー委員）

・今日ペンションビレッジ地区で見たような建物のサイズ感が限界かと思って見ていた。

（星加係長）

・現在建っているものも、緑化しようと思っても、敷地の余裕がないところも見られる。みどりと調和し

た景観によって価値が高まっていくと思う。既存不適格が出ることを覚悟してでも、建ぺい率を抑え、

敷地を広く使い緑化を進めるような方向性をルールに位置付けていくことも考えられる。

（笠間部会長）

・ペンションビレッジ地区は建蔽率を厳しく取り、さらに駐車場を設置することをルール付けると、みど

りが無くなってしまう状況が懸念される。みどりを残していくためにはルールが必要である。

・少なくともペンションビレッジで問題になったことが山田Ⅱ地区や大沢川沿い地区でも問題にならな

いように考えていかなくてはいけない。

・そのほかに考えていかなくてはいけないルールがあれば、ご発言ください。

（山田委員）

・山田Ⅱ地区、山田Ⅰ地区、大沢川沿い地区については最低敷地面積を 300 坪とできることが理想であ

る。300 坪あれば、建物を建てて駐車場を設置しても、緑地を充分確保できる。自分の家はちょうどそ

の程度であり、丁度よい。

・300 坪以下に土地を細分化することがないようなルールがあると良い。

（カー委員）

・電柱の埋設は必要か。

（山田委員）

・電柱の埋設はルールとして絶対に必要である。

（フィンドレー委員）

・さらに言うと、雪置き場の確保も重要なことであると思う。

・土地が狭くなると排雪の場所がなくなり、遠くに排雪することはお金がかかる。

（カー委員）

・最低でも敷地面積の 20％をグリーンスペースとし、冬場は雪置き場としては良いのではないか。

・現在はそのようなルールはないのか。

（星加係長）

・現在は、開発行為においては３％の緑地を残すことが決まりとなっている。

（カー委員）

・もっと％を上げて良いのではないか。

・開発敷地の中の適当なところに緑地を作り、建設敷地の中にはみどりがほぼ無いものも見られる。

（大久保委員）

・大きい開発行為のルールと個別の敷地でのルールは異なってくるので、やり方は差をつけていく必要

がある。
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（沼田委員）

・おそらくノースヒルズが近いものであったと思う。1000 平米（300 坪）でかつ残地森林があったことか

ら、それ以上みどりを減らしてはいけないという取り決めがなされていた。

（星加係長）

・森林法の開発行為では、分譲宅地ごとに残地森林率のルールがあるが、1ha 以上の森林の開発が行われ

るときに初めて適用されるので、仮に森林法の開発行為の対象とならない敷地に対して、森林法と同じ

ような残置森林率の確保を求めようと思っても、現状のルールにはない。開発行為で定められているル

ールを個別の敷地でのルールにも当てはめていくようなことも必要かと思う。

・敷地単位でルールを定めておくと、開発行為の先に一歩踏み込むことができる。

（大久保委員）

・次回はそのような課題を詰めていければよいと思う。

（カー委員）

・ひらふの上から下までのスキーパスを作ってはどうか。道路沿いは滑ってはいけないと注意しても、滑

る人が多い。それを止めるよりも活かした方が良い。冬はスキーヤーが通る道とし、夏は散策路として

活用できる。両側に建物があり、カフェなどのスペースがあるような道があると良い。そのような構想

もかつてあったはずだ。

（笠間部会長）

・ある程度まちの理想を考えて、計画的に進めていきたいということか。

（カー委員）

・今残されているスペースを上手に使っていきたい。

（カー委員）

・今、ひらふ地区では違法駐車を取り締まっているのか。

（沼田委員）

・通りによっては駐禁となっている。

（山田委員）

・ほとんど無法地帯となっている。

（斉藤委員）

・取り締まり自体はあまりやっていないのか。あまり捕まっているところを見たことが無い。

（星加係長）

・１階に店舗を入れることを定めることをひらふ坂で行うのは難しいのか。

（フィンドレー委員）

・非常に難しいと思う。山水は駐車場やカフェなどを入れているが、道路沿いには木を植えており、道路

に面した解放感は少ない。

・道路沿いにするのではなく、広場のような人が集まる場が必要であると思う。

・サンスポーツランドの駐車場は今すぐ使えないか。



12

（沼田委員）

・今すぐは難しい、少し待ってもらいたい。

（フィンドレー委員）

・公共の駐車場とホテル事業者の駐車場の兼ね合いが難しいかと思っている。

（星加係長）

・次回以降の部会の内容についてだが、前回（第２回）の部会では開発のスプロール化など範囲の広い話

をさせていただいたが、その話を踏まえ、準都市計画区域もこの範囲で良いのか見直しを検討してい

る。

・次回かその次に土地利用の考え方を提案させていただきたいと思う。

（山田委員）

・最後に確認したいが、木が伐採されていたところは何か情報が入っているのか。

（星加係長）

・町の方には何も情報が入っていない。戻って伐採の届出があれば確認したい。

（フィンドレー委員）

・軽くしているだけの可能性もある。

（笠間部会長）

・木を切るときのルールは厳しくして、少なくとも１か月前には町に情報が入るようなルールも考えて

いきたい。

４．その他

５．閉会


